
建設工事請負契約条項

(総則)

第1条　発注者(契約書に定める｢甲｣の者をいう｡以下同じ｡)と受注署

(契約書に定める｢乙｣の者をいう｡以下同じ｡)は､各々の対等な立場

における合意に基づいて､この建設工事請負契約条項(以下｢条項｣とい

う｡)によって公正な請負契約を締結し､信義に従って誠実にこれを履行

するものとする｡

発注者及び受注者は､この契約書(この建設工事請負契約条項を適用さ

せる｢契約書｣をいう｡以下同じ｡)に基づき､設計図書(別冊の図面､

仕様書､現場説明書及び質問回答書をいう｡以下同じ｡)に従い､日本国

の法令を遵守し､この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の

請負契約をいう｡以下同じ｡)を履行しなければならない｡

2　受注者は､この契約書記載の工事をこの契約書記載の工期内に完成し､

工事目的物を発注者に引き渡すものとし､発注者は､その請負代金を支

払うものとする｡

3　仮設､施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段

(以下｢施工方法等｣という｡)については､この契約書及び設計図書に

特別の定めがある場合を除き､受注者がその責任において定める｡

4　受注者は､この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならな

い｡

5　この契約書に定める請求､通知､報告､申出､承諾及び解除は､書面

により行わなければならない｡

6　この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は､日本

語とする｡

7　この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は､日本円とする｡

8　この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は､

設計図書に特別の定めがある場合を除き､計量法(平成4年法律第51

号)に定めるところによるものとする｡

9　この契約書及び設計図書における期間の定めについては､民法(明治

29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めると

ころによるものとする｡
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10　この契約は､日本国の法令に準拠するものとする｡

11　この契約に係る訴訟については､日本国の裁判所をもって合意による

専属的管轄裁判所とする｡

12　受注者が共同企業体の場合には､受注者は､共同企業体協定書により

この契約書記載の工事を共同連帯して請け負うものとし､当該工事に係る

共同企業体協定書の写しをこの契約書に添付するものとする｡

受注者が共同企業体の場合においては､発注者は､この契約に基づく

全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし､発注者が当該

代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は､当該企業体の全

ての構成員に対して行ったものとみなし､また､受注者は､発注者に対

して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わ

なければならない｡

(関連工事の調整)

第2条　発注者は､この契約に基づき受注者の施工する工事及び発注者の

発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合にお

いて必要があるときは､その施工につき調整を行うものとする｡この場

合においては､受注者は､発注者の調整に従い､当該第三者の行う工事

の円滑な施工に協力しなければならない｡

(請負代金内訳書及び工程表)

第3条　受注者は､この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて､請

負代金内訳書(以下｢内訳書｣という｡)及び工程表を作成し､発注者に

提出しなければならない｡

2　内訳書及び工程表は､この契約書の他の条項において定める場合を除

き､発注者及び受注者を拘束するものではない｡

(契約の保証)

第4条　受注者は､この契約の締結と同時に､次のいずれかに掲げる保証

を付さなければならない｡ただし､第5号の場合においては､履行保証

保険契約の締結後､直ちにその保険証券を発注者に寄託しなけれはなら

ない｡

(l)　契約保証金の納付

(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
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(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する

銀行､発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の

前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第

4項に規定する保証事業会社をいう｡以下同じ｡)の保証

(4)　この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による

保証

(5)　この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保

証保険契約の締結

2　前項の保証に係る契約保証金の額､保証金額又は保険金額(第4項に

おいて｢保証の額｣という｡)は､請負代金額の10分の1以上としなけ

ればならない｡

3　受注者が､第1項第2号又は第'3号に掲げる保証を付したときは､当

該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし､同項

第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは､契約保証金の納付を免

除する｡

4　請負代金額の変更があった場合には､保証の額が変更後の請負代金額

の10分の1に達するまで､発注者は保証の額の増額を請求することが

でき､受注者は保証の額の減額を請求することができる｡

第4条の2　受注者は､この契約の締結と同時に､この契約による債務の

履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(顎疲担保特約を付し

たものに限る｡)を付さなければならない｡

2　前項の場合において､保証金額は､請負代金額の10分の3以上とし

なければならない｡

3　請負代金額の変更があった場合には､保証金額が変更後の請負代金額

の10分の3に達するまで､発注者は保証金額の増額を請求することが

でき､受注者は保証金額の減額を請求することができる｡

(権利義務の譲渡等)

第5条　受注者は､この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し､

又は承継させてはならない｡ただし､あらかじめ発注者の承諾を得た場

合はこの限りでない｡

2　受注者は､工事目的物及び工事材料(工場製品を含む｡以下同じ｡ )の
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うち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第39条第3

項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第

三者に譲渡し､貸与し､又は抵当権その他の担保の目的に供してはなら

ない｡ただし､あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りでない｡

(一括委任又は一括下請負の禁止)

第6条　受注者は､工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から

独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し､

又は請け負わせてはならない｡

(下請負人)

第7条　発注者は､受注者に対して､下請負人の商号又は名称その他必要

な事項の通知を請求することができる｡

2　受注者は､次に掲げ-る届出の義務を履行していない建設業者(建設業法

(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい､当

該届出の義務がない者を除く｡以下この条において｢社会保険等未加入建

設業者｣という｡)を下請負人としてはならない｡

(1)健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の

義務

(2)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による

届出の義務

(3)雇用保険法(昭和49年法律第1 16号)第7条の規定による届出の

義務

3　前項の規定にかかわらず､受注者は､次の各号に掲げる下請負人の区分

に応じて､当該各号に定める場合は､社会保険未加入建設業者を下請負人

とすることができる｡

(1)受注者と直接下請契約を締結する下請負人　当該社会保険等未加入建

設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特

別の事情があると発注者が認める場合において､受注者が､発注者の指

定する期間内に､当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届

出の義務を履行し､当該事実を確認することのできる書類(以下｢確認

書類｣という｡)を発注者に提出したとき｡

(2)　前号に掲げる下請負人以外の下請負人　次のいずれかに該当する場令

ア　受注者が､当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としていると
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発注者が認め､その旨を通知した日から30日(発注者が､受注者に

おいて確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由が

あると認め､当該期間を延長したときは､その延長後の期間)以内に

確認書類を発注者に提出した場合｡

イ　前号に定める特別の事情があると発注者が認める場合｡

4　受注者は､当該社会保険等未加入建設業者が前項第1号に掲げる下請負

人である場合において､同号に定める特別の事情があると認められなかっ

たとき又は同号に定める特別の事情があると認められたにもかかわらず､

同号に定める期間内に確認書類が提出されなかったときは､発注者の請求

に基づき､違約罰(制裁金)として､受注者が当該社会保険等未加入建設

業者と締結した下請契約の請負代金額(下請契約締結後､請負代金額の変

更があった場合には､変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を

発注者の指定する期間内に支払わなければならない｡

(特許権等の使用)

第8条　受注者は､特許権､実用新案権､意匠権､商標権その他の日本国

の法令に基づき保護される第三者の権利(以下｢特許権等｣という｡)の

対象となっている工事材料､施工方法等を使用するときは､その使用に

関する一切の責任を負わなければならない｡ただし､発注者がその工事

材料､施工方法等を指定した場合において､設計図書に特許権等の対象

である旨の明示がなく､かつ､受注者がその存在を知らなかったときは､

発注者は､受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければなら

ない｡

(監督官)

第9条　発注者は､監督官を定めたときは､その氏名を受注者に通知しな

ければならない｡監督官を変更したときも同様とする｡

2　監督官は､この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づ

く発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督官に委任

したもののほか､設計図書に定めるところにより､次に掲げる権限を有

する｡

(1)　この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する

指示､承諾又は協議

(2)　設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は
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受注者が作成した詳細図等の承諾

(3)設計図書に基づく工程の管理､立会い､工事の施工状況の検査又は

工事材料の試験若しくは検査(確認を含む｡)

3　発注者は､ 2名以上の監督官を定め､前項の権限を分担させたときに

あってはそれぞれの監督官の有する権限の内容を､監督官にこの契約書

に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権

限の内容を､受注者に通知しなければならない｡

4　第2項の規定に基づく監督官の指示又は承諾は､原則として､書面に

より行わなければならない｡

5　この契約書に定める請求､通知､報告､申出､承諾及び解除について

は､設計図書に定めるものを除き､監督官を経由して行うものとする｡

この場合においては､監督官に到達した日をもって発注者に到達したも

のとみなす｡

(現場代理人及び主任技術者等)

第10条　受注者は､次に掲げる者を定め､工事現場に配置し､設計図書

に定めるところにより､その氏名その他必要な事項を発注者に通知しな

ければならない｡これらの者を変更したときも同様とする｡

(1)　現場代理人

(2)専任の主任技術者(建設業法第26条第1項に規定する主任技術者

をいう｡以下同じ｡)又は専任の監理技術者(同法第26条第2項に規

定する監理技術者をいう｡以下同じ｡)

(3)　専門技術者(建設業法第26条の2に規定する建設工事の施工の技

術上の管理をつかさどる者をいう｡以下同じ｡)

2　現場代理人は､この契約の履行に関し､工事現場に常駐し､その運営､

取締りを行うほか､請負代金額の変更､工期の変更､請負代金の請求及

び受領､第1 2条第1項の請求の受取､同条第3項の決定及び通知､同

条第4項の請求､同条第5項の通知の受取並びにこの契約の解除に係る

権限を除き､この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することがで

きる｡

3　発注者は､前項の規定にかかわらず､現場代理人の工事現場における運

営､取締り及び権限の行使に支障がなく､かつ､発注者との連絡体制が確
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保されると認めた場合には､現場代理人について工事現場における常駐を

要しないこととすることができる｡

4　受注者は､第2項の規定にかかわらず､自己の有する権限のうち現場

代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは､あらかじめ､

当該権限の内容を発注者に通知しなければならない｡

5　現場代理人､主任技術者及び監理技術者並びに専門技術者は､これを

兼ねることができる｡

(履行報告)

第1 1条　受注者は､設計図書に定めるところにより､この契約の履行に

ついて発注者に報告しなければならない｡

(工事関係者に関する措置請求)

第1 2条　発注者は､現場代理人がその職務(主任技術者若しくは監理技

術者又は専門技術者を兼任する現場代理人にあってはこれらの者の職務

を含む｡)の執行につき著しく不適当と認められるときは､受注者に対し

て､その理由を明示した書面により､必要な措置を採るべきことを請求

することができる｡

2　発注者又は監督官は､主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者

(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く｡)その他受注者が工事を

施工するために使用している下請負人､労働者等で､工事の施工又は管

理につき著しく不適当と認められるものがあるときは､受注者に対して､

その理由を明示した書面により､必要な措置を採るべきことを請求する

ことができる｡

3　受注者は､前2項の規定による請求があったときは､当該請求に係る

事項について決定し､その結果を請求を受けた目から1 0　日以内に発注

者に通知しなければならない｡

4　受注者は､監督官がその職務の執行につき著しく不適当と認められる

ときは､発注者に対して､その理由を明示した書面により､必要な措置

を採るべきことを請求することができる｡

5　発注者は､前項の規定による請求があったときは､当該請求に係る事

項について決定し､その結果を請求を受けた日から1 0日以内に受注者

に通知しなければならない｡

1 - 1 -7



(工事材料の品質及び検査等)

第13条　工事材料の品質については､設計図書に定めるところによる｡

設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては､中等の品質(営

繕工事にあっては､均衡を得た品質)を有するものとする｡

2　受注者は､設計図書において監督官の検査(確認を含む｡以下この条

において同じ｡)を受けて使用すべきものと指定された工事材料について

は､当該検査に合格したものを使用しなければならない｡この場合にお

いて､当該検査に直接要する費用は､受注者の負担とする｡

3　監督官は､受注者から前項の検査を請求されたときは､請求を受けた

日から7日以内に応じなければならない｡

4　受注者は､工事現場内に搬入した工事材料を監督官の承諾を受けない

で工事現場外に搬出してはならない｡

5　受注者は､前項の規定にかかわらず､第2項の検査の結果不合格と決

定された工事材料については､当該決定を受けた目から7日以内に工事

現場外に搬出しなければならない｡

(監督官の立会い及び工事記録の整備等)

第14条　受注者は､設計図書において監督官の立会いの上調合し､又は

調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については､

当該立会いを受けて調合し､又は当該検査に合格したものを使用しなけ

ればならない｡

2　受注者は､設計図書において監督官の立会いの上施工するものと指定

された工事については､当該立会いを受けて施工しなければならない｡

3　受注者は､前2項に規定するほか､発注者が特に必要があると認めて

設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定し

た工事材料の調合又は工事の施工をするときは､設計図書に定めるとこ

ろにより当該見本又は工事写真等の記録を整備し､監督官の請求があっ

たときは､当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない｡

4　監督官は､受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求

されたときは､当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならな

い｡

5　前項の場合において､監督官が正当な理由なく受注者の請求に7日以
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内に応じないため､その後の工程に支障を来すときは､受注者は､監督

官に通知した上､当該立会い又は見本検査を受けることなく､工事材料

を調合して使用し､又は工事を施工することができる｡この場合におい

て､受注者は､当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行った

ことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し､監督官の請求があっ

たときは､当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない｡

6　第1項､第3項又は前項の場合において､見本検査又は見本若しくは

工事写真等の記録の整備に直接要する費用は､受注者の負担とする｡

(支給材料及び貸与品)

第15条　発注者が受注者に支給する工事材料(以下｢支給材料｣という｡)

及び貸与する建設機械器具(以下｢貸与品｣という｡)の品名､数量､品

質､規格又は性能､引渡場所及び引渡時期は､設計図書に定めるところ

による｡

2　監督官は､支給材料又は貸与晶の引渡しに当たっては､受注者の立会

いの上､発注者の負担において､当該支給材料又は貸与品を検査しなけ

ればならない｡この場合において､受注者は､当該検査の結果､その品

名､数量､品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり､又は

使用に適当でないと認めたときは､その旨を直ちに発注者に通知しなけ

ればならない｡

3　受注者は､支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは､引渡しの日

から7日以内に､発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない｡

受注者は発注者から引渡しを受けた支給材料又は貸与晶について､出納及

び保管の状況を明らかにしておくものとし､工事の完成後､速やかに使用

明細書を提出するものとする｡

4　受注者は､支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後､当該支給材料又

は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた戦痕

があり使用に適当でないと認めたときは､その旨を直ちに発注者に通知

しなければならない｡

5　発注者は､受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた

場合において必要があると認められるときは､当該支給材料若しくは貸

与品に代えて他の支給材料若しくは貸与晶を引き渡し､支給材料苦しく
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は貸与品の品名､数量､品質若しくは規格若しくは性能を変更し､又は

理由を明示した書面により受注者に当該支給材料若しくは貸与品の使用

を請求しなければならない｡

6　発注者は､前項に規定するほか､必要があると認めるときは､支給材

料又は貸与晶の品名､数量､品質､規格若しくは性能､引渡場所又は引

渡時期を変更することができる｡

7　発注者は､前2項の場合において､必要があると認められるときは工

期若しくは請負代金額を変更し､又は受注者に損害を及ぼしたときは必

要な費用を負担しなければならない｡

8　受注者は､支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理し

なければならない｡

9　受注者は､設計図書に定めるところにより､工事の完成､.設計図書の

変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなけ

ればならない｡

10　受注者は､故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは

き損し､又はその返還が不可能となったときは､発注者の指定した期間

内に代品を納め､若しくは原状に復して返還し､又は返還に代えて損害

を賠償しなければならない｡

1 1　受注者は､支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されて

いないときは､監督官の指示に従わなければならない｡

(寄託機械機器)

第16条　受注者は､発注者が保有する据付けを要する機械機器(以下｢寄

託晶｣という｡)を発注者から寄託されたときは､その品名､数量､引渡

場所及び引渡時期については､設計図書に定めるところにより監督官の

立会いの上その引渡しを受けるものとする｡

2　受注者は､前項の引渡しを受けたときは､その受領書を監督官を通じ

て寄託者に提出しなければならない｡

3　発注者は､必要があるときは､第1項の寄託品の数量､品質､規格､

引渡場所及び引渡時期を変更することができる｡

4　発注者は､前項の場合において､必要があると認められるときは工期若

しくは請負代金を変更し､又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用
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